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件名２『医療的ケア児に対する支援について』資料 

 

令和６年第３回定例会での一般質問における答弁（１回目） 

 

（１）保育所における医療的ケア児の受入れについて 

「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」により、医療的ケア児とその家

族に対する支援は、児童の年齢、必要とする医療的ケアの種類や生活の実態に応じて、関係

機関の連携の下に、切れ目のない支援体制の構築が求められております。 

この１年間の取組状況といたしましては、近隣の７自治体に保育所における医療的ケア児

の受入れについて状況を伺い、既に実施している自治体からはガイドライン等の情報提供を

いただきました。これらを受け、現在本市におきましても、医療的ケア児の受入れ体制構築の

ため、ガイドラインの作成に取り組んでいるところです。 

そのほか、埼玉県主催の「保育所等における障害児及び医療的ケア児の受入れに係る意

見交換会」や「医療的ケア児等の支援者養成研修」に出席し、先進自治体の事例や実施に

おいて工夫している点や課題などを確認しています。 

直近の取組といたしましては、鴻巣北本地域自立支援協議会に設置された「医療的ケア

児の協議の場」を活用し、保育課担当者、公立保育所長、児童発達支援センター長が所沢

市への視察に参加しました。 

医療的ケア児の受入れ場面を見せていただきながら、責任者や担当保育士から直接話を

伺い、人員体制、入所決定等のプロセス、緊急時の対応について意見交換を行いました。今

後は、埼玉県保育士協会の県内視察研修会に参加し、戸田市の視察を行う予定でおります。 

こうした取組で得た情報を整理し、「医療的ケア児の支援のための庁内連携推進会議」や

「鴻巣北本地域自立支援協議会」を活用しながら、本市の状況に合った受入れ体制の構築

に取り組んでまいります。 

 

（２）学校における医療的ケア児の受入れについて 

市内小・中学校では、現在、医療的ケア児の受入れはありませんが、令和８年度入学予定

のお子様について、保護者と丁寧に就学相談を進めております。受入れの体制整備につきま

しては、これまでに近隣市町から情報聞き取りを行いました。 

その中で、看護師を会計年度任用職員として雇用した場合、年度途中でも児童の対応が

なくなったことで解雇せざるを得なかったというケースがあったことを把握しました。 

このことから、柔軟な勤務が可能な派遣型の看護師の活用が有効であることが分かりまし

たので、本市での対応に生かしてまいりたいと思います。また、医療的ケアに係るガイドライン

や看護師の雇用に係る要項については、本市に合ったものを策定するため、近隣市町の資料

を取り寄せ、内容の精査を行っております。 

今後も、保護者のニーズを丁寧に聞き取り、適切な対応ができるよう、引き続き体制の整備

を進めてまいります。 
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（３）個別避難計画の作成と避難訓練の実施について 

個別避難計画は、自ら避難することが困難な避難行動要支援者ごとに作成する避難支援

のための計画であり、医療的ケア児を含む避難行動要支援者の個別避難計画につきまして

は、令和３年災害対策基本法等の一部改正により、優先度の高い方から、地域の実情に応じ

て、おおむね５年程度で作成に取り組むことが求められております。 

実効性のある個別避難計画の作成及び地域での避難訓練を進めていくため、令和６年度

から鴻巣北本地域自立支援協議会の災害支援プロジェクトとして、基幹相談支援センター、

訪問看護ステーション、相談支援事業所等の福祉専門職の参画の下、取組を進めており、現

在は、本市の２ケース目の医療的ケア児の個別避難計画の作成に着手しております。 

プロジェクトでは、個別避難計画を作成し、実際に避難訓練を行い、計画の見直しまでを行

う予定となっております。 

 

（４）個別のニーズ調査の実施について 

令和４年度に、障がい福祉課、子育て支援課、保育課、児童発達支援センター、健康づくり

課、学校教育課を構成委員とする医療的ケア児の支援のための庁内連携推進会議を設置

し、医療的ケア児の支援に関わる関係課の連携体制を構築しました。 

令和５年度は、ライフステージに応じた切れ目ない支援を進めるため、抱えている課題やニ

ーズ等の情報共有をケースごとに行いました。 

さらに、鴻巣北本地域自立支援協議会子ども部会の医療的ケア児のための協議の場にお

いて、令和５年度は、「医療的ケア児の御家族の思いを知る」をテーマに、医療的ケア児の方

の御家族からのお話を伺ったほか、令和６年６月には、上尾市で開催された医療的ケア児の

御家族との意見交換会に参加し、改めて、医療的ケア児と御家族の現状や課題について、関

係市町や関係団体と共有したところです。 

また、障がい福祉サービスを利用している医療的ケア児については、相談支援事業所等の

関係機関等と連携し、御家族等のニーズを聞き取った上でサービスを提供しております。 

加えて、障がいのある方の日常生活が、より円滑に行われるための用具を給付する日常生

活用具等給付事業の対象品目である特殊寝台や人工呼吸器用自家発電機・外部バッテリ

ー等については、医療的ケア児のニーズに応じて御案内を進めることで給付につながったケ

ースもございます。 

今後も、障がいの種別、程度、必要とする医療的ケアの内容等を考慮し、関係分野の連携

を強化することにより、一人ひとりに応じた支援体制の構築を進めてまいります。 
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件名３『行政文書一部公開決定処分に対する審査請求の対応について』 

 

北本市情報公開条例 

（公開しないことができる行政文書） 

第７条第２項 

実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている行政文書については、行

政文書の公開をしないことができる。 

(１) 個人に関する情報（略） 

(２) 法人その他の団体（略）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であ

って、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位その他正当

な利益を著しく損なうと認められるもの又は（略）。ただし、次に掲げる情報を除く。 

↑『行政機関の保有する情報の公開に関する法律』にはない表現 

ア 人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要と認められる情報  

 

答申書の「第６ 審査会の判断」 

２ 条例第７条第２項第２号本文の該当性について 

(1) 略 

(2) 略 

(3) 次に、本件非公開部分が、同号の「当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地

位その他正当な利益を著しく損なうと認められるもの」に該当するかについて検討する。 

本件文書の測定結果を見るに、少なくとも令和４年８月３０日の各測定時点まで、本件事

業者が県条例において規制する騒音基準を超過していた事実が明らかになっている。 

すなわち、本件非公開部分が公開されれば、本件事業者が、少なくとも過去のある時点ま

でにおいて騒音基準を超過していた事実が明らかになることとなる。また、本件文書のうち令

和２年７月２日付けの文書は、上記騒音について「改善措置を講じるよう指導」するものであ

るから、当該文書そのものが一種の行政指導である。したがって、本件文書からは、騒音基準

の超過という事実だけでなく、本件事業者が行政指導を受けた事実も明らかになるものであ

る。 

(4) 以上を踏まえて同号の該当性を具体的に検討するに、同号における「競争上の地位その

他正当な利益」の中には、当該法人等の信用上の不利益も含むものと解されるところ、騒音

基準の超過及びこれに対して行政指導を受けたという事実の公開が、本件事業者の信用評

価に何ら不利益を及ぼすおそれがないとまでは直ちに断定し難い。 

(5) 他方で、同号は、当該法人等の競争上の地位その他正当な利益が「著しく」損なわれる場

合に限り、行政文書の非公開を認めるものである。「著しく」という文言が用いられている以上、

条例の同号の要件は、⑴項で述べた行政文書の原則公開・例外非公開の趣旨を貫徹するた

めに、厳格に解されるべきである。したがって、条例第７条第２項第２号本文は、抽象的に当該

法人等の利益が損なわれるおそれがあるだけでは足りず、利益が「著しく」損なわれる具体的

な蓋然性があることを要求するものと解される。 

これを前提に検討するに、本件は、資材置場での騒音が基準値を超過していたために行政

行政不服審査裁決・ 

答申検索データベース 

（「北本市」で検索）  
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指導が行われたという事案であるところ、この事実が市民に公開されたからといって、本件事

業者の信用評価が大幅に下落し、直ちに営業上の問題が生じるとまでは考え難い。例として、

飲食店において衛生上の観点から行政指導が行われたという情報が公開される場合と比較

すると、本件の信用上・営業上の影響は小さいというべきである。 

また、そもそも、詳細な測定数値は別として、本件は騒音の問題であるため、測定場所を現

に訪れれば騒音の程度は誰にでも把握できたのであり、かつ、騒音が明らかに大きい場合に

行政指導を受け得るのは当然のことである。すなわち、本件の行政指導は、一般市民からして

も想像し得る範囲の行政指導であって、その意味でも公開されることの影響は大きくないと言

うことができる。 

(6) よって、本件非公開部分を公開したとしても、本件事業者の信用上の不利益が著しく損な

われるという具体的な蓋然性は認定できず、「競争上の地位その他正当な利益を著しく損な

う」（条例第７条第２項第２号本文）とは認められないため、本件非公開部分は非公開事由

に該当せず、条例第５条に基づいて公開すべきである。 

なお、処分庁は、同号該当性について、本件非公開部分の公開は、県条例を超えた制裁を

科すことになり、県条例の趣旨を没却することになると主張する。しかし、同号はあくまで当該

法人等のいかなる利益が損なわれるのかの問題であって、県条例との制度上のバランスの問

題から結論が導かれるものではない。また、そもそも、本件は請求者に対する情報公開の場面

であって、市民全体に対する制裁としての公表とは場面を異にしている。 

 

答申書の「４．付言事項（非公開事由の立証責任について）」  

処分庁は、条例第７条第２項第２号ただし書アについて、審査請求人らから健康被害を裏付

ける資料等の提出がなく、本件非公開部分を公開した結果どのように住民の健康が保護される

のかについて具体的な根拠の主張もされていないことから、同号ただし書アには該当しないと判

断した旨主張している。前記のとおり、本件において同号ただし書ア該当性については判断しな

いものの、念のため、上記の処分庁の主張についてのみ付言する。 

前記２⑴項で述べたとおり、情報公開制度は、法においても条例においても同様に、行政文書

の原則公開を前提として、一定の場合に例外としての非公開事由を定めるものである。したがっ

て、非公開事由該当性についての立証責任は処分庁が負うと解するべきであり、これは判例上

も確立した考え方である。この理は、条例第７条第２項第２号本文のみならず、同号ただし書ア

についても同様である。 

すなわち、本件に即して言えば、処分庁において、「人の生命、身体又は健康を保護するため、

公開することが必要と認められる情報」（同号ただし書ア）に該当しないことを立証する責任を

負うものであり、少なくとも、処分庁の側が、審査請求人らからの資料提供の不足を、同号ただし

書ア該当性を否定すべき理由として主張することは許されない。よって、かかる点の処分庁の主

張は採用できないものであることを付言する。 
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